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販売代理店の定期報告制度に関してよくあるご質問 

（令和３年４月１日時点版） 

 

電気通信事業報告規則第４条の１１で規定する販売代理店の定期報告につい

て、よくあるご質問をまとめています。電子システムの操作に関してよくある

ご質問（ログインパスワードを忘れた場合の対応等）については、操作マニュ

アルをご覧ください。 

 

＜掲載箇所＞ 

１．共通事項 ..................................................................................................................... p.2 
（１）報告の義務がある販売代理店はどのような代理店ですか？ .................... p.2 
（２）報告はどのように行いますか。 ...................................................................... p.5 
（３）報告を行う期間はいつからいつまでですか。 ............................................. p.5 
（４）報告は毎年行なうものですか。 ...................................................................... p.5 
２．営業所その他の事業所の所在地等に関する報告について ............................. p.5 
（１）営業所その他の事業所とはどのようなものを指しますか？ .................... p.5 
（２）営業所その他の事業所の名称とはどのようなものを報告すればよいです

か............................................................................................................................. p.5 
（３）営業所その他事務所の所在地とはどのようなものを報告すればよいです

か。 ........................................................................................................................ p.5 
（４）家電量販店様等、他社の店舗・営業所等を間借りして媒介等の業務を行う

場合も報告対象になりますか。 ...................................................................... p.5 
３．再委託先の媒介等業務受託者の名称等に関する報告 ...................................... p.6 
（１）再委託に係る電気通信役務とはどのようなものを報告すればよいですか。

 ................................................................................................................................. p.6 
（２）再委託に係る電気通信事業者の名称とはどのようなものを報告すればよ

いですか。 ............................................................................................................ p.6 
（３）再委託先の媒介等業務受託者の届出番号とはどのようなものを報告すれ

ばよいですか。.................................................................................................... p.6 
（４）再委託先の媒介等業務受託者の連絡先とはどのようなものを報告すれば

よいですか。 ........................................................................................................ p.6 
４．その他 ......................................................................................................................... p.7 
（１）報告を行わなかった場合の罰則はありますか。 ......................................... p.7 
（２）電子システムを用いた報告が行えないのですが、どうすればよいですか。

 ................................................................................................................................. p.7 
 



2 

１．共通事項 

（１）報告の義務がある販売代理店はどのような代理店ですか？ 

電気通信事業法第 26 条第１項第１号又は第２号に掲げる電気通信役務の契約の締

結の媒介等の業務を行う販売代理店のうち、①営業所その他の事業所において利用

者に対して対面により当該媒介等の業務を行う者（店舗販売を行っている者）又は

②当該媒介等の業務について再委託を行っている者に報告の義務があります。 

 

＜媒介等の業務届出書の記載と報告対象者との関係＞ 

 

 

  ①店舗販売を行っている 

②当該媒介等の業務について再委託を行っている 

電気通信事業法第 26

条第１項又は第２号に

掲げる電気通信役務 

（※４ページに詳細） 
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媒介等の業務で取扱う電気通信役務について、以下のような場合には当該役務に

関連して報告義務が発生します。 

ア 「電気通信事業法第 26 条第１項又は第２号に掲げる電気通信役務」を扱っており、「再委

託も行っており、店舗販売も行っている」 

 
イ 「電気通信事業法第 26 条第１項又は第２号に掲げる電気通信役務」を扱っており、「再委

託を行っている」が、「店舗販売は行っていない」 

 
ウ 「電気通信事業法第 26 条第１項又は第２号に掲げる電気通信役務」を扱っており、「再委

託は行っていない」が、「店舗販売は行っている」 

 
また、以下のような場合には、当該役務に関連して報告義務は発生しません。 

エ 「電気通信事業法第 26 条第１項又は第２号に掲げる電気通信役務」について、「再委託

は行っていない」し、「店舗販売も行っていない」 

 
オ 定期報告の対象となる「電気通信事業法第 26 条第１項又は第２号に掲げる電気通信役

務」ではない。 

 

報告義務あり 
（営業所その他の事業所の所在地等及び

再委託先の販売代理店の名称等を報告） 

報告義務あり 
（再委託先の販売代理店の名称等を報告） 

報告義務あり 

（営業所その他の事業所の所在地等を

報告） 
 

報告義務なし 
（電気通信事業法第 26条第１項又は第

２号に掲げる電気通信役務について

は、次のページの表を参照。） 

報告義務なし。 
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電気通信事業法第 26条第１項第１号又は第２号に掲げる電気通信役務の具体的な

内容は、総務省の指定告示（電気通信事業法第 26条第１項各号の電気通信役務を指定す

る件（平成 28年総務省告示第 106 号））により、以下の表のとおり指定されています。 

 

＜電気通信事業法第 26条第１項第１号関係＞ 

指定告示の条項  サービス名  解説・備考  

第２項  第１号  ＭＮＯ（※１）の携帯電話端末サー

ビス  

スマートフォンを含む携帯電話端末向けに提供される音声付き又は音声のみ

のサービスが該当する。プリペイドは除かれる（後述の事業法第26条第1項第

３号関係に該当）。データ通信に関しては、足回り回線部分とＩＳＰサービスの双

方が該当する。  

 第２号 ＭＮＯの無線インターネット専用サ

ービス  

タブレット、モバイルＷi-Ｆiルーター等のデータ通信専用の端末向けに提供さ

れるインターネット接続サービスで、携帯電話サービスのアクセスネットワーク

を利用するもの、モバイルＷｉＭＡＸ及びＡＸＧＰ（※３）が該当する。プリペイドは

除かれる（後述の事業法第26条第1項第３号関係に該当）。足回り回線部分とＩ

ＳＰサービスの双方が該当する。  

 第３号 ＭＶＮＯ（※２）の期間拘束あり無線

インターネット専用サービス  

タブレット・ルーター等の端末向けのＭＶＮＯが提供するデータ通信専用サービ

スで、契約期間の途中で変更・解約しても月額基本料金を超える違約金が生じ

るもの（※４）が該当する。自動更新の有無は問わない。また、当初の契約期

間の経過後はいつでも違約金なしで解約できるようになるサービスであって

も、その当初の期間中に変更・解約すると月額基本料金を超える違約金が生

じる場合は、該当する。プリペイドは除かれる（後述の事業法第26条第1項第３

号関係に該当）。足回り回線部分とＩＳＰサービスの双方が該当する。  

 第４号 ＭＶＮＯの携帯電話端末サービス  スマートフォンを含む携帯電話端末向けにＭＶＮＯが提供する音声付き又は音

声のみのサービスが該当する。プリペイドは除かれる（後述の事業法第26条第

1項第３号関係に該当）。データ通信に関しては、足回り回線部分とＩＳＰサービ

スの双方が該当する。  

※１ 自ら電波の割当を受けて携帯電話端末サービス等を展開する事業者 
※２ 自らは電波の割当を受けず、電波を割り当てられた事業者からネットワークを借りて、いわゆる格安スマホやモバイル Wi-Fi ルーター等向け

に独自のサービスを展開する事業者 
※３ ＰＨＳの次世代システムとして導入されたＸＧＰという通信規格を改良した規格。データ通信規格としてＬＴＥと同列で利用される。 
※４ 契約期間の経過後、違約金なしで解約できるものも含まれる。 

＜電気通信事業法第 26 条第１項第２号関係＞ 

指定告示の条項  サービス名  解説・備考  

第３項  第１号  ＦＴＴＨアクセスサービス（足回り回線） 光ファイバの足回り回線部分のみを利用者に提供するサービス。 

 第２号 ＣＡＴＶアクセスサービス（足回り回線） ケーブルテレビの足回り回線部分のみを利用者に提供するサービス  

 第３号 分離型のＩＳＰサービス（ＦＴＴＨ及び
ＣＡＴＶインターネット向け） 

ＦＴＴＨインターネットサービスやＣＡＴＶインターネットサービスについて、ＩＳＰサ

ービスが足回り回線部分とは別に分離して提供されている場合には、それ単体

として該当する。 

 第４号 分離型のＩＳＰサービス（ＤＳＬ向け） ＤＳＬサービス（ＡＤＳＬ等）の足回り回線部分のサービスとは分離して提供されるＩ

ＳＰサービスが該当する。より具体的には、足回り部分の契約を解除せずに提供

元事業者を変更できるものとして定義している。そうした分離型のＩＳＰサービス

は、第３号も同様であるが、電話勧誘により利用者のパソコンを遠隔操作するこ

とで容易に提供元事業者を変更できることから、対象とするものである。 

○複数の電気通信役務が一体提供されているもの 

 
第１号・
第３号  

ＦＴＴＨインターネットサービス（足回
り回線とＩＳＰサービスの一体提供） 

 

第１号・
第３号・ 
第４項 
第６号 

ＦＴＴＨインターネットサービス（足回
り回線、ＩＳＰサービス及びＩＰ電話サ

ービスの一体提供） 

 

第２号・ 
第３号 

ＣＡＴＶインターネットサービス（足回
り回線とＩＳＰサービスの一体提供） 

 

第２号・ 
第３号・ 
第４項 
第６号 

ＣＡＴＶインターネットサービス（足回
り回線、ＩＳＰサービス及びＩＰ電話サ

ービスの一体提供） 
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（２）報告はどのように行いますか。 

総務省のホームページに設置された「販売代理店報告システム」にログインの

上、報告を行います。 

（３）報告を行う期間はいつからいつまでですか。 

毎年度終了後２か月以内（４月から５月末まで）に各年度末の状況を報告する必

要があります。例えば、令和３年３月末時点の状況については、令和３年４月１日

から５月末日までに報告する必要があります。 

（４）報告は毎年行なうものですか。 

毎年の報告が必要です。 

 

２．営業所その他の事業所の所在地等に関する報告について 

（１）営業所その他の事業所とはどのようなものを指しますか？ 

届出者が対面により電気通信役務の契約の締結の媒介等の業務（店舗販売）を行

う場所を指します。 

 

（２）営業所その他の事業所の名称とはどのようなものを報告すればよいです

か。 

「○○ショップ××店」というように、営業所等の名称を報告してください。 

（３）営業所その他事務所の所在地とはどのようなものを報告すればよいです

か。 

営業所等の住所を報告してください。 

（４）家電量販店様等、他社の店舗・営業所等を間借りして媒介等の業務を行う

場合も報告対象になりますか。 

継続的にその店舗・営業所等において媒介等の業務を行っている場合（例：自社

又は自社が取扱う電気通信事業者の名称を掲げた看板を設置して業務を行っている

場合等）は、店舗販売を行っている者として、定期報告の対象となります。 
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３．再委託先の媒介等業務受託者の名称等に関する報告 

（１）再委託に係る電気通信役務とはどのようなものを報告すればよいですか。 

電気通信事業者又は媒介等業務受託者（販売代理店）から委託を受けた媒介等の

業務に係る電気通信役務のうち、さらに他の販売代理店に委託している電気通信役

務を報告してください。 

 

（２）再委託に係る電気通信事業者の名称とはどのようなものを報告すればよい

ですか。 

（１）で報告の対象となっている電気通信役務を提供する電気通信事業者の名称

（例：株式会社○○）を報告してください。 

（３）再委託先の媒介等業務受託者の届出番号とはどのようなものを報告すれば

よいですか。 

電気通信事業者又は媒介等業務受託者（販売代理店）から委託を受けた媒介等の

業務をさらに他の販売代理店に委託している場合、その委託先の販売代理店の届出

番号を報告してください。 

なお、総務省ホームページの「販売代理店届出制度」のページ

（ https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/135414.html ）

において、届出を行った販売代理店の一覧を公表しており、その一覧から届出番号

を検索することができます。 

（４）再委託先の媒介等業務受託者の連絡先とはどのようなものを報告すればよ

いですか。 

（３）で報告の対象となっている委託先の媒介等業務受託者の電話番号を報告し

てください。 
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４．その他 

（１）報告を行わなかった場合の罰則はありますか。 

電気通信事業法第 188条第 17号により 30万円以下の罰金が規定されています。 

（２）電子システムを用いた報告が行えないのですが、どうすればよいですか。 

災害やシステム障害等のやむを得ない事情があるため電子システムによる報告が

困難であるときは、様式第 23の 16を用いた書面等による報告が可能となっていま

す。やむを得ない事情により電子システム以外で報告を行う場合には、所管の総合

通信局等にお問合せの上、電子システム以外で報告を行う事情をお伝えいただくよ

うお願いします。 
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